
一般質問の質問者順番と質問事項 

 

（令和５年 第１回定例会） 

質 問 順 位 １２   ３番 議 員    松 石 健 児     

質問事項１ 街路樹の維持管理について 

質問の要旨 

「街路樹」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確

保、その他道路の管理上必要な施設として道路管理者が設置する「道路

の付属物」の一種である（道路法第２条第２項）。             

植樹による様々な効果のほか、近年では周囲の気温上昇を抑えること

でヒートアイランド現象を緩和し、二酸化炭素（ＣＯ２）を吸収するこ

とで地球温暖化防止にも役立っている。 

 町内における街路樹、特に中心市街地や住宅地の一部においては魅力

的な景観を保持している反面、高木等の成長も著しく、交通量が増加す

る中で視界の妨げとなったり、高齢化等により地域住民による落ち葉の

清掃等が負担となるケースも散見する。 

 今後の街路樹の植樹を含めた維持管理を問う。 

 

具体的な質問 

及 び 

質問の相手 

(１) 町道及び県道の街路樹の管理の所管は 

 

(２) 町内の主な街路樹の品種と、植樹の際の選定方法は

誰がどのような方法で決定するのか 

 

(３) 町道及び県道の街路樹の剪定・除草時期及び回数の

基準と、落葉時期の道路清掃車の使用基準があれば示せ  

 

(４) 街路樹の剪定について、受託事業者は街路樹剪定士

などの資格が必要か 

 

(５) 街路樹の枝が伸びて歩道などの通行に支障が生じ

た場合、近隣住民の判断で一部を伐採することは可能か  

 

(６) 街路樹の成長に伴い、根が歩道の縁石や舗装（イン

ターロッキング等）を持ち上げる「根上がり」が発生

した場合の対応は  

 

(７) 交通安全上の観点から、中心市街地（駅前周辺）の

県道及び町道基山駅前線や秋光・久保田線の一部を、

ガードパイプにすることや植替えするかどうかの是

非を、町民に問うべきと考えるが見解は 
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具体的な質問 

及 び 

質問の相手 

(８) 落ち葉清掃や除草など、街路樹とその周辺の美化活

動等が可能な「街路樹サポーター制度」等の導入を検

討できないか 
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質問事項２ 一人暮らしの高齢者の福祉の充実について 

質問の要旨 

基山町の高齢化率は現在32％程度であり、約10年後がピークとなり

35％程度まで増大すると予測される。特に問題視されるのが一人暮らし

の高齢者世帯の増加で、20年後のピーク時には2,000世帯にも及ぶと予

測されている。 

このような高齢化の進展や一人暮らしの高齢者世帯の増大に対応す

るため、令和３年４月に福祉課にプラチナ社会政策室を新設。生活支援

コーディネーター、集落支援員、地域包括支援センターのほか、健康増

進課や社会福祉協議会、民生委員など、関係各課及び関係機関との連携

を図り、ワンストップ対応に努めている。                           

現状の課題と、今後の対策について問う。 

 

具体的な質問 

及 び 

質問の相手 

(１) 直近の統計で、在宅高齢者世帯数と一人暮らしの高

齢者世帯数（内、施設入所者世帯）を示せ  

 

(２) 現在、高齢者訪問事業等を行っているが、現状の課

題と今後の対策・方針について簡潔に示せ  
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一般質問の質問者順番と質問事項 

 

（令和５年 第１回定例会） 

質 問 順 位 １２   ３番 議 員    松 石 健 児     

質問事項３ 
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の促進状

況について 

質問の要旨 

全ての障がい者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十

分な取得利用、円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障がい者

による情報の取得利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生す

る社会の実現に資することを目的として、「障害者による情報の取得及

び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」、いわゆる障害

者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が、令和４年

５月25日に公布・施行された 

基山町の現時点での考察と対応状況について問う。 

 

具体的な質問 

及 び 

質問の相手 

(１) 現状の課題と今後の対応策について示せ  

 

(２) 視覚・聴覚障がい者に対する防災・防犯及び緊急の

通報についての対処策は  

 

(３) 来年2024年に開催される全国障害者スポーツ大会

において、参加者にアンケート等の取組ができないか 
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